
 

○一般廃棄物収集運搬業許可取扱要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第１項、稲沢市廃棄物

の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（平成５年稲沢市条例第

１６号。以下「条例」という。）第２４条及び稲沢市廃棄物の減量化、

資源化及び適正処理に関する条例施行規則（平成５年稲沢市規則第３

０号。以下「規則」という。）第８条に規定する一般廃棄物処理業の

うち一般廃棄物収集運搬業の許可等の手続に関し、必要な事項を定め

るものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1) 一般廃棄物  産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  

(2) 一般廃棄物収集運搬業  法第７条第１項の規定により、市長の許

可を得て、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。  

(3) 許可業者  一般廃棄物収集運搬業を行う者をいう。  

(4) 従業員  収集運搬業に従事する者をいう。  

(5) 収集車両  一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両を

いう。  

(6) 事業所  事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を

収集運搬業者に依頼する事業所をいう。  

(7) 事業者  事業所の経営及び管理の主体者をいう。  



 

（対象区域）  

第３条  一般廃棄物収集運搬業の許可対象区域は、稲沢市全域とする。

ただし、市長は、必要に応じて次条に定める廃棄物の種類ごとに収集

する区域を指定することができる。  

（対象廃棄物）  

第４条  一般廃棄物収集運搬業の許可対象とする廃棄物は、市が収集運

搬（委託を含む。）を行うものを除いた次に掲げるものとする。  

(1) 事業活動に伴って生ずる廃棄物（以下「事業系廃棄物」という。） 

(2) 家庭から排出される一時多量廃棄物（以下「家庭系一時多量廃棄

物」という。）  

(3) し尿  

(4) 浄化槽汚泥  

(5) 特定家庭用機器（特定家庭用機器再商品化法（平成１６年法律第

９７号）第２条第４項で定めるもの）  

(6) その他市が収集運搬を行うことが困難と認められる一般廃棄物  

（許可基準）  

第５条  一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は更新の許

可を受けようとする者（法人の場合は、代表者又は役員。以下「許可

申請者」という。）は、法第７条第５項各号に規定する基準に適合し、

かつ、次に掲げる事項を満たすものでなければならない。  

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第２条の２の規定に適合していること。  

(2) 納税の義務を果たしていること。  



 

(3) 収集車両の車庫及び洗車場（他者の車庫等を使用する場合は、そ

の貸借等契約）を有すること。  

(4) 収集車両は、許可を受けようとする一般廃棄物収集運搬業の専用

車とすること。  

（許可申請）  

第６条  許可申請者は、規則第８条第１項に規定する一般廃棄物処理業

（収集、運搬、処分）許可申請書に別表第１に定める書類を添付して

市長に提出しなければならない。  

２  一般廃棄物収集運搬業者で許可を受けた事業の範囲を変更しようと

する者（以下「変更許可申請者」という。）は、規則第８条第２項に

規定する一般廃棄物処理業変更許可申請書に別表第２に定める書類を

添付して、市長に提出しなければならない。  

（一般廃棄物収集運搬業の許可等申請期間）  

第７条  許可申請者及び変更許可申請者は、許可及び変更許可を受けよ

うとする日の前々月の末日（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第７８号）に規定する休日を除く。）

までに申請するものとする。ただし、特別の理由により市長が認めた

ときはこの限りではない。  

（実地調査）  

第８条  一般廃棄物収集運搬業の許可申請の審査に当たっては、次に掲

げる事項について担当職員が実地に調査をし、設備の状況その他必要

事項等を確認するものとする。ただし、許可の更新を受けようとする

者（以下「更新申請者」という。）が前回と同一内容で申請する場合



 

の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。  

(1) 収集車両の車庫（駐車場）及び洗車設備の状況  

(2) 収集車両の整備状況  

(3) 申請者の住所並びに営業所又は事務所の所在地  

(4) 積替・保管施設の状況  

(5) その他市長が許可に当たっては特に調査が必要と認めた事項  

（関係者への確認）  

第９条  一般廃棄物収集運搬業の許可申請の審査に当たっては、次に掲

げる事項について、担当職員が事業者、その他関係者に対しその実態

を照会する等確認するとともに、廃棄物の適正な処理について必要な

指示を行うものとする。ただし、更新申請者が前回と同一内容で許可

申請する場合の確認については、その全部又は一部を省略することが

できる。  

(1) 許可申請者に一般廃棄物の収集及び運搬を依頼しようとする事

業者に係る当該一般廃棄物を排出する業種並びに一般廃棄物の種類

及び排出方法  

(2) その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項  

（変更届）  

第１０条  許可業者は、法第７条の２第３項に規定する事項の変更の届

出を行う場合は、規則第１１条に規定する一般廃棄物処理業／浄化槽

清掃業変更届出書に別表第３に定める書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。  

２  前項の場合において、収集車両を変更する場合は、変更後の収集車



 

両を使用する３日前までに市長へ関係書類を添えて届出なければなら

ない。ただし、特別の理由により市長が事後の届出を認めたときはこ

の限りでない。  

（実績報告）  

第１１条  許可業者は、法第７条第１５項に規定する帳簿に基づき、事

業系廃棄物の収集運搬実績を次の各号に定める期間ごとに、次期間の

最初の月の２０日までに一般廃棄物収集運搬実績報告書（様式第１。

以下「実績報告書」という。）により報告しなければならない。ただ

し、家庭系一時多量廃棄物を稲沢市環境センターへ搬入するときは、

当該廃棄物を収集運搬するごとに、同センター計量担当者に家庭ごみ

排出者証明書（様式第２）を提出することにより、実績報告書への記

載を省略するものとする。  

(1) 第１四半期  ４月１日から６月３０日まで  

(2) 第２四半期  ７月１日から９月３０日まで  

(3) 第３四半期  １０月１日から１２月３１日まで  

(4) 第４四半期  １月１日から３月３１日まで  

（遵守事項）  

第１２条  許可業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 収集運搬する廃棄物は、申請内容と相違する廃棄物でないこと。 

(2) 関係法令を遵守し、稲沢市の指示に従うこと。  

(3) 一般廃棄物が飛散及び流出しないこと。  

(4) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよ

うに必要な措置を講じること。  



 

(5) 事業所の変更やその他許可申請内容に変更が生じた場合は、速や

かに届出すること。  

(6) 稲沢市の施設へ搬入する場合は、市の定めた搬入基準に従うこと。 

（補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  


